
○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

第
一
章

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付

第
一
節

支
給
認
定
等
（
第
一
条
―
第
十
六
条
）

第
一
節

支
給
認
定
等
（
第
一
条
―
第
十
六
条
）

第
二
節

施
設
型
給
付
費
及
び
地
域
型
保
育
給
付
費
等
の
支
給
（
第
十
七
条
―
第

第
二
節

施
設
型
給
付
費
及
び
地
域
型
保
育
給
付
費
等
の
支
給
（
第
十
七
条
―
第

二
十
八
条
）

二
十
五
条
）

第
二
章

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

第
二
章

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

第
一
節

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
八
条
）

第
一
節

特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
五
条
）

第
二
節

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
四
条
）

第
二
節

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
一
条
）

第
三
節

業
務
管
理
体
制
の
整
備
等
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
八
条
）

第
三
節

業
務
管
理
体
制
の
整
備
等
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
五
条
）

第
四
節

教
育
・
保
育
に
関
す
る
情
報
の
報
告
及
び
公
表
（
第
四
十
九
条
―
第
五

第
四
節

教
育
・
保
育
に
関
す
る
情
報
の
報
告
及
び
公
表
（
第
四
十
六
条
―
第
五

十
三
条
）

十
条
）

第
三
章

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
（
第
五
十
四
条
）

第
三
章

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
（
第
五
十
一
条
）

第
四
章

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
第
五
十
五
条
）

第
四
章

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
第
五
十
二
条
）

第
五
章

費
用
等
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
九
条
）

（
新
設
）

第
六
章

雑
則
（
第
六
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
五
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
条
～
第
十
九
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
九
条

（
略
）
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（
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
規
定
）

（
新
設
）

第
二
十
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
規
定
は

、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
七
、
第

三
百
十
四
条
の
八
及
び
第
三
百
十
四
条
の
九
並
び
に
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第

五
条
の
四
第
六
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
六
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
及

び
附
則
第
四
十
五
条
と
す
る
。

（
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
支
給
認
定
保
護
者
）

（
新
設
）

第
二
十
一
条

令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
支
給
認
定
保
護
者
は

、
第
四
条
の
保
育
必
要
量
の
認
定
に
お
い
て
、
保
育
の
利
用
に
つ
い
て
、
一
月
当
た

り
平
均
二
百
時
間
ま
で
（
一
日
当
た
り
八
時
間
ま
で
に
限
る
。
）
の
区
分
と
認
定
さ

れ
た
支
給
認
定
子
ど
も
に
係
る
支
給
認
定
保
護
者
と
す
る
。

（
令
第
四
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
二
条

令
第
四
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
定
め

（
新
設
）

る
も
の
と
す
る
。

一

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

に
よ
る
配
偶
者
の
な
い
者
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
令
第
四
条
第
四

項
に
掲
げ
る
支
給
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く

。
）

二

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
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四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
（
障
害
者
又
は
障
害

児
で
あ
っ
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
入
所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
（
以

下
「
在
宅
障
害
児
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

三

療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十

六
号
）
の
規
定
に
よ
り
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
（
在
宅
障
害
児
に
限
る
。

）
四

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

交
付
を
受
け
た
者
（
在
宅
障
害
児
に
限
る
。
）

五

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三

十
四
号
）
に
定
め
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
児
童
（
在
宅
障
害
児
に
限

る
。
）

六

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
定
め
る
国
民
年
金
の

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
そ
の
他
適
当
な
者
（
在
宅
障
害
児
に
限
る
。
）

七

そ
の
他
市
町
村
の
長
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め

る
者

第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
条
・
第
二
十
一
条

（
略
）
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第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
八
条

第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
内
閣

第
二
十
五
条

第
十
七
条
の
規
定
は
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
一
日
当
た
り
の
時
間
及
び
期
間
に
つ
い
て
、
第
二
十
六
条
の
規
定
は

府
令
で
定
め
る
一
日
当
た
り
の
時
間
及
び
期
間
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
の
規
定
は

特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
支
給
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
中
「
特

の
支
給
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
中
「
特

定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型

定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
型

保
育
事
業
者
又
は
特
例
保
育
を
行
う
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

保
育
事
業
者
又
は
特
例
保
育
を
行
う
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当

十
五

法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い

い
う
。
）

う
。
）

十
六
・
十
七

（
略
）

十
六
・
十
七

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）
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第
三
十
一
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
三
十
二
条

第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二

第
二
十
九
条

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

十
七
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
及
び
法
第
三
十
二
条
第
三
項

二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
及
び
法
第
三
十
二
条
第
三

の
規
定
に
よ
り
利
用
定
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
知
事
へ

項
の
規
定
に
よ
り
利
用
定
員
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
知
事

の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

へ
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
九
条
第
一
号
（
教
育
・

第
三
十
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
六
条
第
一
号
（
教
育
・
保

保
育
施
設
の
種
類
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
確
認
に
係
る
事
業
に
関

育
施
設
の
種
類
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
確
認
に
係
る
事
業
に
関
す

す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号

る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該

掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
特

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に

い
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に
つ

つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

い
て
は
、
市
町
村
長
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

（
令
第
十
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

第
三
十
五
条

令
第
十
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
市
町
村
長
、
内
閣

第
三
十
二
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三

総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
「
市
町

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
市
町

村
長
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
五
十
六
条
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の

村
長
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お

権
限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び

い
て
「
市
町
村
長
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
五
十
六
条
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
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当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
に
よ
る

る
報
告
等
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該

事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た
結
果
、
当

者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関

該
確
認
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め

し
て
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た

ら
れ
な
い
者
と
す
る
。

結
果
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
と
す
る
。

（
令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
等
）

（
令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
等
）

第
三
十
六
条

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
を
有

第
三
十
三
条

令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
を
有
す

す
る
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

る
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者

２

令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

と
す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者

３

令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

と
す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

４

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者

４

令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

と
す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

第
三
十
七
条

令
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法

第
三
十
四
条

令
第
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
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「
検
査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、
検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内

検
査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、
検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
の

の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該

十
五

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

十
六
・
十
七

（
略
）

十
六
・
十
七

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
四
十
一
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
第
三
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

第
三
十
八
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
（
当
該
確
認
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第

号
（
当
該
確
認
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第

九
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

九
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
事
業
所

き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
地
域
型

３

第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
利
用
定
員
の
減
少
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

保
育
事
業
の
利
用
定
員
の
減
少
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
第
四
号
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
小

場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
第
四
号
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
あ
っ
て
は
、
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
満
一
歳
以
上
の

分
に
あ
っ
て
は
、
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
満
一
歳
以
上
の

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
及
び
満
一
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
読
み
替
え

就
学
前
子
ど
も
及
び
満
一
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

第
四
十
二
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
市
町
村
長
等
が

第
三
十
九
条

令
第
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
市
町
村
長
等
が
法

法
第
五
十
六
条
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
、

第
五
十
六
条
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
、
当

当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止

該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す

す
る
た
め
の
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い

る
た
め
の
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が

の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
有

有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た
結
果
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ

し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
確
認
し
た
結
果
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
理
由
と
な
っ
た

た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
と
す
る
。

事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
と
す
る
。

第
四
十
三
条

令
第
二
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、

第
四
十
条

令
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検

「
検
査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、
検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内

査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、
検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
の
特

の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
章

費
用
等

（
新
設
）

（
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
事
由
）

（
新
設
）

第
五
十
六
条

令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
事
由

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

支
給
認
定
保
護
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が

、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、
住
宅
、
家
財

又
は
そ
の
財
産
に
つ
い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
こ
と
。

二

支
給
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
収
入
が

、
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ
の
他
こ
れ
に
類
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す
る
理
由
に
よ
り
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

三

支
給
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し

た
こ
と
、
又
は
そ
の
者
が
心
身
に
重
大
な
障
害
を
受
け
、
若
し
く
は
長
期
間
入
院

し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

四

支
給
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
収
入
が

、
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
事
業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失
業
等
に
よ
り
著

し
く
減
少
し
た
こ
と
。

（
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
二
十
三
条
第

（
新
設
）

三
項
各
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
額

）

第
五
十
七
条

市
町
村
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

特
別
の
事
由
の
う
ち
、
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は

、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
二
十
三
条
第

三
項
各
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
額
と
し
て
、
世

帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
適
当
と
認
め
る
額
を
定
め
る
も
の
と

す
る
（
た
だ
し
、
利
用
者
負
担
額
以
上
の
額
に
限
る
。
）
。

２

市
町
村
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
事

由
の
う
ち
、
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
令
第
二

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
額
と
し
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
い
ず
れ
か
を

選
択
す
る
も
の
と
す
る
（
た
だ
し
、
利
用
者
負
担
額
以
上
の
額
に
限
る
。
）
。

一

教
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
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。
以
下
同
じ
。
）
又
は
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
法
第
二
十
八
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
教
育
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

二
万
五
百

円
、
一
万
六
千
百
円
、
一
万
五
千
百
円
、
三
千
円
、
零

二

満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
前
号
及
び
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

七
万
七
千
円
、
五
万
八
千
円
、
四
万
千
五
百
円
、
二
万
七
千

円
、
一
万
六
千
五
百
円
、
一
万
五
千
五
百
円
、
六
千
円
、
零

三

満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
短
時
間
認
定
保
護
者
（
令
第
四
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
短
時
間
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に

限
り
、
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の

七
万
五

千
八
百
円
、
五
万
七
千
百
円
、
四
万
九
百
円
、
二
万
六
千
六
百
円
、
一
万
六
千
三

百
円
、
一
万
五
千
三
百
円
、
六
千
円
、
零

四

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
満
三
歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
（
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

八
万

円
、
六
万
千
円
、
四
万
四
千
五
百
円
、
三
万
円
、
一
万
九
千
五
百
円
、
一
万
八
千

五
百
円
、
九
千
円
、
零

五

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
及
び
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
短

時
間
認
定
保
護
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七
万
八
千
八
百
円
、
六
万
百
円
、

四
万
三
千
九
百
円
、
二
万
九
千
六
百
円
、
一
万
九
千
三
百
円
、
一
万
八
千
三
百
円

、
九
千
円
、
零

３

市
町
村
は
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
事
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由
の
う
ち
、
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、

負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
（
令
第
十
四
条
の
負
担
額
算
定
基
準
子
ど
も
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
世
帯
に
二
人
以
上
い
る
場
合
の
支
給
認
定
保

護
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
こ
ど
も
に
関
す
る
令
第
二
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

当
該
支
給
認
定
子
ど
も
に

関
し
て
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
額
に
百
分
の

五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

令
第
十
四
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

ロ

令
第
十
四
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

ハ

令
第
十
四
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

零

イ

令
第
十
四
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

ロ

令
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

ハ

令
第
十
四
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も

（
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
）

（
新
設
）

第
五
十
八
条

令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

月
の
途
中
に
お
い
て
特
定
教
育
・
保
育
等
（
法
第
五
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す

る
特
定
教
育
・
保
育
等
を
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
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二

月
の
途
中
に
お
い
て
、
利
用
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、
特
定
地
域
型
保
育

事
業
所
又
は
特
例
保
育
を
提
供
す
る
事
業
所
の
変
更
を
行
う
こ
と

（
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
数
）

（
新
設
）

第
五
十
九
条

令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
支
給
認
定
保
護
者
に
係
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

教
育
認
定
子
ど
も
又
は
特
別
利
用
教
育
を
受
け
た
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も

二
十
日

二

満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
満
三

歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

二
十
五
日

第
六
章

雑
則

第
五
章

雑
則

第
六
十
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

附

則

附

則

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
二
十
九
条
第
十
三
号
か

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三

（
略
）

第
二
十
六
条
第
十
三
号
か

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三

（
略
）

ら
第
十
七
号
ま
で

十
五

法
第
四
十
条
第
二
項
に

十
四

法
第
四
十
条

ら
第
十
七
号
ま
で

十
五

法
第
四
十
条
第
二
項
に

十
四

法
第
四
十
条
第

規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と

第
二
項
に
規
定
す

規
定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と

二
項
に
規
定
す
る
申

が
で
き
な
い
者
に
該
当
し
な

る
申
請
を
す
る
こ

が
で
き
な
い
者
に
該
当
し
な

請
を
す
る
こ
と
が
で

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

と
が
で
き
な
い
者

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

き
な
い
者
に
該
当
し

第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い

に
該
当
し
な
い
こ

第
三
十
条
第
二
項
に
お
い
て

な
い
こ
と
を
誓
約
す

て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

と
を
誓
約
す
る
書

「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

る
書
面
（
第
三
十
条

面
（
第
三
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
「

十
六

（
略
）

第
二
項
に
お
い
て

十
六

（
略
）

誓
約
書
」
と
い
う
。

「
誓
約
書
」
と
い

）

う
。
）

十
五
・
十
六
（
略
）

十
五
・
十
六
（
略
）

第
三
十
三
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
三
十
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
は
、
第
三
十
条
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
は
、
第
二
十
七
条
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

事
項
及
び
過
去
三
年
間
に
お
け
る
み
な
し
認
定
こ
ど
も
園
等
の
利
用
人
数
を
当
該
市

る
事
項
及
び
過
去
三
年
間
に
お
け
る
み
な
し
認
定
こ
ど
も
園
等
の
利
用
人
数
を
当
該
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町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

み
な
し
認
定
こ
ど
も
園
等
は
、
施
行
日
ま
で
の
間
に
、
第
二
十
九
条
各
号
（

第
六
条

み
な
し
認
定
こ
ど
も
園
等
は
、
施
行
日
ま
で
の
間
に
、
第
二
十
六
条
各
号
（

第
三
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
過
去
三
年
間
に
お
け
る
み
な

第
三
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
過
去
三
年
間
に
お
け
る
み
な

し
認
定
こ
ど
も
園
等
の
利
用
人
数
を
記
載
し
た
書
類
を
、
当
該
み
な
し
認
定
こ
ど
も

し
認
定
こ
ど
も
園
等
の
利
用
人
数
を
記
載
し
た
書
類
を
、
当
該
み
な
し
認
定
こ
ど
も

園
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

園
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に

同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
（
略
）

第
七
条
（
略
）

第
八
条

令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
は
、
次
に

第
八
条

令
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

一

令
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
辞
退
し
た
認
定
こ
ど
も
園
の
所
在
す
る
区
域
と
同
一
の

三
条
第
一
項
の
認
定
を
辞
退
し
た
認
定
こ
ど
も
園
の
所
在
す
る
区
域
と
同
一
の
区

区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

域
内
に
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

第
九
条

当
分
の
間
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
が
あ
っ
た
教
育
・
保
育
施
設
の

第
九
条

当
分
の
間
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
が
あ
っ
た
教
育
・
保
育
施
設
の

設
置
者
（
法
人
以
外
の
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適

設
置
者
（
法
人
以
外
の
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
設
置
者
の
役
員
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
管
理
者
の
変

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
設
置
者
の
役
員
又
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
管
理
者
の
変
更
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更
又
は
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
役
員
若
し
く
は
」
と
す
る
。

又
は
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
役
員
若
し
く
は
」
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）


